
　民生委員・児童委員は、同じ地域で生活をする住民の一員として、住民
の立場にたって町の福祉を担う活動を行っています。地域に暮らす身近な
相談相手として住民からの生活上の心配ごと、医療や介護、子育ての不安
などの相談に応じています。そして、その課題が解決できるよう行政をは
じめ必要な支援や適切な福祉サービスへの「つなぎ役」になります。
　主任児童委員は、こどもや子育てに関する支援を専門に担当しています。
民生委員・児童委員や学校、こども家庭センターなどの児童福祉関係機関
と連携しながら、協力して課題解決に向けた活動にあたっています。

　活動や取り組みなどを紹介するパネルを展示します。
展示期間 ５ 月２５日㈪～２７日㈬午前１０時～午後 ４時
場市民プラザ屋内ひろば（市役所 １階）

　西東京マジッククラブ
によるマジックショー、
ロッキー遠藤さんよるウ
クレレ漫談ショーを行い
ます。
　入場無料で申し込み不
要ですのでぜひお越しく
ださい。
日 ５ 月２６日㈫午後 ２時開
演（ １時半開場）
場市民プラザホール（市
役所 １階）

　市長が １日民生委員となり、PR活動を行います。
日 ５ 月２5日㈪午前１０時～正午
P R 活 動市役所市民プラザ屋内ひろば（委嘱式）→東久留米駅（啓
発ティッシュ配布）→市役所正面入口（啓発ティッシュ配布）

　全国民生委員児童委員連合会では、毎年 ５月１２日を「民生委員・児童委員の日」と
しています。民生委員・児童委員の活動をより多くのみなさんに知っていただくた
め、全国各地でＰＲ活動に取り組んでいます。

l福祉総務課相談支援係☎042・470・7749
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　民生委員・児童委員には、
守秘義務が課せられています。
安心してご相談ください。

 

民生委員・児童委員の活動をより多くの皆さんに 
知っていただくための PR イベントです 

マジック ＆ ウクレレ漫談ショー 
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参加方法 

令和８年 ５月２６日（火）１４：００～１５：３０ 

東久留米市役所 1 階 市民プラザホール 

１００人程度 （予約不要・先着順） 

当日１３：３０より、市役所１階市民ひろばにて受付開始 

参加費 無料 

5/25～5/27 

パネル展も 

開催中！ 

♪♪ 出演者をご紹介 ♪♪ 
 

【西東京マジッククラブ】 

・設立 2005 年、昨年 20 周年記念イベントを行いました。  

現在の会員数 11 名。毎月 2 回地域の公民館に集まり、   

マジックの練習・情報交換等を行っています。 

・西東京市の老人施設・老人会・地域のイベント等でマジッ

クショーを行い毎回盛大な拍手・喝采を頂き、皆様を笑顔

にする活動を行っています。今年度のイベント等への出演

実績 40回以上。 

 

【ロッキー遠藤】  

・福島県出身、趣味：読書・紙飛行機作り。 

・お笑い日本一を目指して上京、現在は老人施設や地域の 

イベントでウクレレ漫談を披露して活躍中です。 

民生委員・児童委員は、地域で暮らす身近な相談相手として、住民からの生活上の心配ごと、

医療や介護、子育ての不安などの相談に応じており、その課題が解決できるよう行政をはじ

め必要な支援や適切な福祉サービスへの「つなぎ役」になります。 

主催：東久留米市民生委員・児童委員協議会 
お問い合わせ：東久留米市役所 福祉総務課相談支援係 

電話 ０４２－４７０－７７４９ 
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・低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業……… ２面

・防犯機器などの購入・設置費用を一部補助します… ２面

・ ８年度国民健康保険税（国保税）の税率などを決定しました… ３面

・児童育成手当新規申請の受け付けを開始します… ５面
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　民生委員・児童委員への相談は、お住まいの区域を担当する委員など（下表参照）
へご相談ください（ １面に関連記事があります）。なお、民生委員・児童委員の連
絡先や、一覧表に載っていない地域については、お問い合わせください。また、
民生委員・児童委員の活動に興味がある方もご連絡ください。
l福祉総務課相談支援係☎０４２・４７０・７７４９

地域で活動する
民生委員・児童委員

東部地区協議会
担当区域 氏名

神宝町一丁目の全域 大矢　由紀子

神宝町二丁目の全域 渡辺　愛女御

金山町一丁目の全域 西山　久美子

金山町二丁目の全域 櫛笥　亮恵

氷川台一丁目の全域 貫井　美代子

氷川台二丁目の全域 出井　幹枝

東本町１番～８番 深海　和子

東本町９番～１６番 大野　浩子

大門町一丁目の全域、大門町二丁目
１番～８番 小杉　弘子

大門町二丁目９番～１４番 井原　惠子

新川町一丁目の全域 平澤　成美

新川町二丁目の全域 山口　則子

浅間町一丁目の全域 久保田　あや子

浅間町二丁目の全域 岡本　朋子

浅間町三丁目１番～１４番 上村　芽衣

浅間町三丁目１５番～３０番 武山　千鶴

主任児童委員 丸山　美緒

主任児童委員 佐藤　玲子

中部地区協議会
担当区域 氏名

学園町一丁目の全域 半澤　佐和子

学園町二丁目の全域 小山　三千生

本町一丁目の全域 蓮池　繁信

本町二丁目の全域 宮澤　トヨ子

本町三丁目の全域 都築　美紀子

小山一丁目の全域 三浦　実岐

小山二～三丁目の全域 佐々田　理恵

小山四～五丁目の全域 小山　泰弘

幸町二丁目、五丁目の全域 髙井　弘

幸町三丁目の全域 鹿島　洋子

幸町四丁目、中央町六丁目の全域 中島　春江

中央町一丁目の全域 高橋　裕子

中央町三丁目の全域 澤山　葉子

中央町五丁目、前沢一丁目の全域 松本　貞夫

南沢三丁目の全域 小栁　真理子

南町一丁目の全域 澤田　理恵子

南町二～四丁目の全域 福泉　まゆみ

主任児童委員 馬本　房子

主任児童委員 府川　ゆう子

西部地区協議会
担当区域 氏名

前沢四丁目の全域 髙沼　恵子

前沢五丁目１番～１９番 白築　純子

八幡町二丁目の全域 小寺　靖子

野火止二丁目の全域 菅原　真弓

下里四丁目１番１号～１５号、２番～４
番 松田　緑

滝山三～四丁目の全域 白井　栄子

滝山六丁目１番 井上　かおり

滝山六丁目２番 上田　和俊

柳窪四～五丁目の全域 奥住　弘子

主任児童委員 矢部　晶代

主任児童委員 永野　真美

別ファイルのエアコンのイラストを文中にいれて、
余白を埋める

l福祉総務課相談支援係☎０４２・４７０・７７４９

低所得世帯向けエアコン低所得世帯向けエアコン
設置緊急支援事業設置緊急支援事業

　夏の猛暑に備え命と健康
を守るための対策として、
都の補助金を活用し、経済
的理由などによりエアコン
未保有などの世帯を対象に、
エアコン設置に係る費用を
助成します。
対象世帯自宅にエアコンが
１台もない、または故障な
どにより使用できるエアコンが １台もない世帯で、令和 ７年度また
は ８年度において次のいずれかに該当する世帯
　▼世帯員全員が住民税非課税
　▼世帯員全員が住民税均等割のみ課税
　▼児童扶養手当を受給中
　※生活保護世帯の方は担当のケースワーカーにご相談ください。
注▼�事前に申請し、交付決定を受けてから購入したエアコンが対象
です

　▼申請後に訪問調査を受けていただく必要があります
申請方法助成を希望する場合は、次のいずれかの方法で申請してく
ださい。
　▼窓口申請＝10月30日㈮まで
　▼郵送申請＝10月31日㈯まで　※消印有効。
　▼電子申請＝10月31日㈯まで
助成額上限10万円
　※�東京ゼロエミポイントと併用できます（適用後の
金額が助成対象）。

　　詳細は市nをご確認ください。

　都では、「闇バイト」による強盗事件が相次いでいることを受け、
８年度の緊急対策として、侵入盗被害防止に有用とされる防犯機
器（防犯カメラなど）の購入・設置にかかる費用を、市区町村によ
る補助事業を通じて支援します。
補助額
防犯機器補助対象品の購入・設置費用の 2分の 1（上限 1万円〈千
円未満切捨て〉）
対市内在住で、自宅に防犯機器などを 8年 4月 1日以降に購入・
設置した方（ 7年度にこの補助金の交付を受けていない方）
防犯機器補助対象品目
防犯カメラ、カメラ付きインターホンなどの侵入被害防止に有用
な防犯機器と認められるもの　※必要書類等の詳細な要件は市n
または防災防犯課へお問い合わせください。
申 ５ 月１８日㈪～ ９年 １月２９日㈮に（必着）、次のいず
れかの方法で
▼申し込みフォーム
▼郵送（〒203−8555、市役所防災防犯課宛て）また
は直接同課（市役所 2 階）に必要書類（市nまたは同
課窓口で取得可）を提出
　※�受付期間に限らず、予算が上限に達した時点で
受け付けを終了します。

問防災防犯課防災防犯担当☎042・470・7769

防犯機器などの購入・設置防犯機器などの購入・設置
費用を一部補助します費用を一部補助します

市n

申し込み
フォーム

市n
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